
都道府県名 市区町村名

市町村民税 7,951 1,041,632,000 413,989,000 4,147 829,355,000 93,670,000

道府県民税 7,950 1,041,622,000 275,993,000 4,147 829,355,000 62,449,000

市町村民税 274 12,092,000 693,000 464 154,698,000 4,356,000

道府県民税 274 12,092,000 462,000 737 175,051,000 3,697,000

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

27,701,800

18,467,800

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 千葉市



市町村民税 353 261,437,000 18,033,000 288 37,606,000 201 12,286,000 237 211,545,000

道府県民税 353 261,437,000 12,258,000 288 37,606,000 201 12,286,000 237 211,545,000

市町村民税 9,042 1,463,873,000 437,071,000

道府県民税 9,314 1,490,202,000 292,410,000

件　

震災などがあった場合に、有効な被災地支援を行う手段として評価できる一方、返戻品合戦が過熱し、
高額な返戻品もあることで、高額納税者の節税手段として利用されているなど、本来の意図から外れた
制度運用となっている点を心配している。

11,049

特例の申告を電子的に（インターネット上で）行いたいとの意見があった。
また、特例申請書上の文言に法律用語が記述されており、理解しにくいとの意見もあった。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

市町村ごとの特例通知書の名寄せが行われていなかったり、総務省で定めた通知書様式を使用していな
い市町村が散見され、課税実務上大きな負担となった。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 220 17,183,271 7,502,852 65 4,046,000 2,314,390

道府県民税 220 17,183,271 5,001,941 65 4,046,000 1,542,946

市町村民税 14 129,500 6,210 15 450,250 25,245

道府県民税 14 129,500 4,140 17 510,500 19,080

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

451,226

300,824

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 銚子市



市町村民税 11 920,500 252,990 9 608,000 9 72,500 3 240,000

道府県民税 11 952,500 169,941 9 608,000 9 72,500 5 272,000

市町村民税 260 18,683,521 7,787,297

道府県民税 262 18,775,771 5,195,102

件　

ワンストップ特例制度について、現在申告特例控除分は地方税から控除されているが、ワンストップ特
例制度の利用が多い場合、自治体の税収減の大きな要因となると考えられるため申告特例控除分の補て
んを求めたい。

140

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

今後ワンストップ特例制度の利用増加が見込まれるが、申告特例通知書の通知方法について、
現在の紙媒体での通知方法では件数や寄附額の管理事務に時間を要し今後対応が難しくなると考えられ
る。
課税事務軽減のため、申告特例通知の内容について、形式を統一したデータでの提供を求めたい。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 8,208 905,982,290 391,039,286 2,866 180,082,258 103,067,002

道府県民税 8,208 905,982,290 260,694,699 2,866 180,082,258 68,712,474

市町村民税 296 8,360,824 466,573 190 27,598,378 1,630,908

道府県民税 296 8,360,824 311,049 190 27,598,378 1,087,273

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 市川市



市町村民税 177 61,172,717 12,698,987 142 31,330,024 136 6,655,400 82 23,187,293

道府県民税 177 61,172,717 8,466,010 142 31,330,024 136 6,655,400 82 23,187,293

市町村民税 8,871 1,003,114,209 405,835,754

道府県民税 8,871 1,003,114,209 270,559,031

件　9,323

・ワンストップ特例制度の申告特例通知(第五十五の七様式)をもって
　住民税の寄付金控除の証明にしてほしい。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

本市では確定申告の提出等による失格者が650名を超えており、当初賦課に間に合わせる作業及び失格通知の送付が時
期、時間の点でとてもシビアだと感じました。また期限外の確定申告や住民税の個人申告による失格も、申告が行われ
次第失格及び通知の送付、また住民に対しては寄付金申告を促さなければいけないことが煩雑に感じました。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 12,104 1,025,796,242 486,975,285 3,214 201,340,874 115,772,710

道府県民税 12,104 1,025,796,242 247,470,335 3,214 201,340,874 77,182,986

市町村民税 204 4,954,788 272,808 81 3,572,000 204,600

道府県民税 204 4,954,788 181,272 282 26,346,048 635,683

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 船橋市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

21,726,350

14,484,940

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 260 33,929,316 9,865,991 195 24,523,100 203 8,502,816 66 903,400

道府県民税 260 38,514,996 6,760,457 195 24,523,100 203 8,502,816 155 5,489,080

市町村民税 12,649 1,068,252,346 497,318,684

道府県民税 12,850 1,095,612,074 255,047,747

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

・所得税の確定申告を行っていれば還付にならないようなケース（住宅ローン控除など）であっても、ワンストップ特例制度であれば
その分の減額効果を自治体の税源から得られてしまうのはおかしい。
・寄附金の受け入れ先の自治体から送付されてくる申告特例通知について、送付の遅れや期日後の訂正、該当者の非居住などが対応に
苦慮した。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

・寄附金の限度額についてのお問い合わせを多くいただくが、寄附本来のあり方とは異なる話であるため困惑している。
・財源を地方に分配するという制度の趣旨については理解できるものの、この制度における負担は人的負担も含めて非常に大きい。こ
れまで所得税の確定申告を行っていた方の分も自治体がワンストップ制度で受けることなり、公的年金400万円以下の方の確定申告不
要制度も含めて住民税担当課の負担増が著しいと感じている。

10,350

・ワンストップ特例不適用通知を送付した際に、市民の方から多くのお問い合わせや苦情のお電話をいただいた。特に確定申告の際に
寄附金控除分を申告漏れしてしまった方からのお問い合わせが多く、制度の周知不足を指摘された。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 252 17,265,000 5,802,044 67 1,868,500 1,024,652

道府県民税 252 17,265,000 3,868,054 67 1,868,500 683,123

市町村民税 26 203,115 68,258 49 3,544,195 1,191,056

道府県民税 26 203,115 45,506 49 3,544,195 794,042

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 館山市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

117,395

78,270

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 20 2,009,500 284,532 12 527,000 15 1,345,500 14 137,000

道府県民税 20 2,009,500 189,689 12 527,000 15 1,345,500 14 137,000

市町村民税 347 23,021,810 7,345,890

道府県民税 347 23,021,810 4,897,291

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

　確定申告不要対象者の拡大という面で、納税者個人としては簡素化であるが、ワンストップ特例適用に伴う申請・通知等の手続だけ
でなく、以下に記載するような行政手続の増加を考えると簡素化とはほど遠く、複雑化以外の何物でもない。当分の間の措置として導
入されたこの特例がいち早く解消するよう、マイナンバー制度の整備・活用を進めていただきたい。
・６以上の団体への寄附がないかの確認
・申告受付の際の、ワンストップ特例申請の有無の確認
・ワンストップ特例申請者の申告の有無の確認
・適用外となった場合の本人への連絡
・税額計算の複雑化の伴う、制度説明の複雑化
・実務担当課と通知担当課が異なることにより、通知が届いた旨の確認のfaxの要求や期限後の提出
また、給与支払報告書の提出時期や申告準備等、繁忙期と重なるため、提出期限を早める等の対策が必要である。この調査について
も、＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞の部分は、課税状況調の数値を使っていただきたい。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

　ふるさと納税は、地元を離れた人々が故郷に対して寄附する趣旨を持つ反面、若い世代や主婦層にとっては、税額控除になる買い物
になっている。現在は、後者の面が際立っているため、魅力的な特産物がある自治体とそうでない自治体で収入面の差が大きくなって
いる。また返戻品については、寄附をどのようなことに使うか選べるのだから、それに因んだものにするなど工夫が必要だと考える。
換金性の高い物、金券等を返戻品としている場合、税制度そのものを否定することになりかねないため、禁止するように指導を強化す
べきであると考える。

118

・会社が年末調整で前職分給与を合算し忘れたために、申告が必要になってしまった。それによって、
ワンストップ特例適用の場合と確定申告の場合で、最大200円の損得が発生してしまう。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 997 103,525,762 42,931,904 322 18,983,218 10,920,331

道府県民税 997 103,525,762 28,621,465 322 18,983,218 7,280,324

市町村民税 49 1,773,860 98,152 46 8,132,800 482,448

道府県民税 49 1,733,860 65,435 46 8,132,800 321,632

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 木更津市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

2,060,731

1,373,881

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 29 2,139,700 664,672 27 1,540,500 23 254,200 9 345,000

道府県民税 29 2,139,700 443,118 27 1,540,500 23 254,200 9 345,000

市町村民税 1,121 115,572,122 44,177,176

道府県民税 1,121 115,532,122 29,451,650

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

返礼品合戦となり、本来の寄付の趣旨とはかけ離れた制度になってしまっているのではないか？

1,012

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 6,006 579,608,538 250,782,101 2,031 118,696,907 67,955,848

道府県民税 6,006 579,608,538 167,189,370 2,031 118,696,907 45,304,675

市町村民税 128 5,492,394 314,185 98 16,764,779 994,063

道府県民税 128 5,492,394 209,456 197 31,409,409 1,163,904

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

12,330,554

8,220,804

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する

寄附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。

　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。

  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 松戸市



市町村民税 150 33,798,409 7,467,099 130 15,455,868 77 14,509,141 100 3,833,400

道府県民税 150 37,153,009 5,111,949 130 15,457,868 77 14,512,741 100 7,182,400

市町村民税 6,382 635,664,120 259,557,448

道府県民税 6,481 653,663,350 173,674,679

件　

・特産品目当てになっている
・特例制度の恩恵を受ける市町村に差がある

5,415

・特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びているとこ
ろです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏まえ、
今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してください。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

・ふるさと納税ワンストップ特例の処理をする目的で派遣職員を雇用した為、人件費が増加した
・外部へのＰＲに苦慮した　　・内部への制度理解の周知について苦慮した
・特例制度が適用となる条件が複雑である
・事務処理上、特例通知書に市町村番号があると個人の件数管理などがしやすいため導入いただきたい

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 1,345 88,478,279 39,282,501 542 24,265,502 13,153,620

道府県民税 1,345 88,478,279 26,188,646 542 24,265,502 8,769,242

市町村民税 19 904,000 51,960 28 1,569,000 88,770

道府県民税 19 904,000 34,640 27 1,559,000 58,860

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

1,904,342

1,269,618

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 野田市



市町村民税 36 4,771,545 1,341,722 31 3,450,600 23 231,100 21 1,089,845

道府県民税 36 4,781,545 894,885 31 3,450,600 23 231,100 22 1,099,845

市町村民税 1,428 95,722,824 40,764,953

道府県民税 1,427 95,722,824 27,177,031

件　

特になし。

1,288

特になし。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

当初課税賦課業務の繁忙期のため、特例制度を破棄せざるを得ない方への通知が遅れてしまう。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 583 44,897,132 19,087,528 193 8,816,000 4,936,091

道府県民税 583 44,897,132 12,725,132 193 8,816,000 3,290,790

市町村民税 35 1,194,960 67,498 35 4,076,540 240,393

道府県民税 35 1,194,960 44,999 35 4,076,540 160,263

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

706,257

470,860

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する

寄附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条
の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 茂原市



市町村民税 26 3,144,600 947,509 22 2,327,000 18 201,100 16 616,500

道府県民税 26 3,177,600 632,996 22 2,327,000 18 201,100 16 649,500

市町村民税 679 53,313,232 20,342,928

道府県民税 679 53,346,232 13,563,390

件　

本来の寄附金の目的を逸脱した内容が目立つ。問い合わせの中には、自身の寄付金額に損がないような
額を詳しく計算するよう求める者がおり、対応に時間を割くこととなる。それは過剰な返礼品合戦やマ
スメディアが返礼品目当ての寄附報道をしていることが大きな要因と見受けられるため、それを避ける
よう行政指導する必要がある。また、詳細を自治体に問い合わせるよう広報することは上記の内容の問
い合わせが増える要因である。

444

・確定申告で申告する必要があると知らなかった。
・ワンストップの利便性だけ強調されており、適用されない場合の周知がされていない。
・申告不要のための特例にも関わらず、確定申告に含めなかったことで無効とされることに矛盾を感じ
る。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びているとこ
ろです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏まえ、
今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してください。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

本法附則第７条第６項に該当し無効となった場合、その旨の通知その他の必要な措置を講ずる必要があ
るが、対象者が多いため通知書を送付することは事務の負担となっている。また通知時期も事務の事情
から納税通知書発送より遅くなるため、無効に関する問い合わせに対し事務に負担をかけている。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 1,184 110,031,033 47,481,161 418 22,745,023 12,908,760

道府県民税 1,184 110,031,033 31,654,326 418 22,745,023 8,605,970

市町村民税 31 2,082,000 121,200 74 6,532,700 339,470

道府県民税 31 2,082,000 80,800 74 6,532,700 226,314

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 成田市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

2,212,627

1,475,155

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 33 7,014,047 1,913,460 29 5,967,072 21 527,475 22 519,500

道府県民税 33 7,014,047 1,275,643 29 5,967,072 21 527,475 22 519,500

市町村民税 1,322 125,659,780 49,855,291

道府県民税 1,322 125,659,780 33,237,083

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

　申告特例通知書による課税への反映、申告特例が非該当になった時の利用者への通知、ワンストップ特例
制度の説明による事務及び経費の増加、所得税分の控除を住民税で控除することによる税収の減少などデメ
リットしかない。現在のワンストップ特例制度は、利用者が寄附したそれぞれの地方団体へ申告特例の申請
を行い、申請を受けた地方団体は該当する市区町村へ申告特例通知書を送付するため非常に効率が悪いの
で、利用者が課税となる市区町村へ寄附金受領証を添付して直接申請するなどの方法に制度を変更して、利
用者及び市区町村の負担を減らしてほしい。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

　ふるさと納税をする多くの人が返戻品目的であるため、本来の趣旨に立ち返り、返戻品を禁止してほ
しい。

1,047

・「いくらまでなら寄附しても損をしないか」、「最大の控除額となるように1番有利な支払額を教え
て欲しい」という質問が多く寄せられた。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 2,055 216,053,092 91,496,000 621 36,843,156 21,002,080

道府県民税 2,055 216,053,092 60,997,736 621 36,843,156 14,001,582

市町村民税 111 2,384,024 122,816 161 13,110,500 709,533

道府県民税 111 2,384,024 81,877 161 13,110,500 472,702

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

3,966,310

2,644,299

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する

寄附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条
の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 佐倉市



市町村民税 90 15,631,333 4,685,146 69 13,750,000 66 374,039 56 1,507,294

道府県民税 90 15,631,333 3,123,438 69 13,750,000 66 374,039 56 1,507,294

市町村民税 2,417 247,178,949 97,013,495

道府県民税 2,417 247,178,949 64,675,753

件　

・ふるさと納税の本来の趣旨を離れ、節税目的で行われてしまっている。（限度額を非常に気にする方が多
い）
・このまま更に世間の認知度が上がれば、各自治体間の勝ち負けが益々顕著になり、財政面への影響に苦しむ
　自治体が続出しかねない。（ワンストップ申告特例控除額の存在も地方自治体の大きな負担となる）

1,641

・ワンストップと謳っているにも関わらず、寄附先の団体毎に特例申請を提出しなければならず、煩雑
である。
・無効となる条件がいくつもあり、非常に分かりにくい。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びているとこ
ろです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏まえ、
今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してください。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

申告特例通知書の収受・情報登録といった単純な事務作業が増えただけでなく、システム改修、無効通知の作成・
発送も必要となり、当初賦課に係る業務負荷が増大した。(無効通知については、どうしても文面が難しくなり、
対象者からの問合せの対応に追われる弊害も生じた）
各自治体から申告特例通知書の発送忘れの連絡も日々届いている状況で、正確な賦課徴収を大きく阻害する要素と
なってしまっている。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 312 26,893,111 9,896,605 88 4,000,111 2,130,885

道府県民税 312 26,893,111 6,597,796 88 4,000,111 1,420,619

市町村民税 21 246,000 12,420 15 565,600 32,136

道府県民税 21 246,000 8,280 15 565,600 21,424

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 東金市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

296,592

197,744

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 6 390,150 91,850 5 170,000 5 204,150 2 16,000

道府県民税 6 390,150 61,234 5 170,000 5 204,150 2 16,000

市町村民税 354 28,094,861 10,033,011

道府県民税 354 28,094,861 6,688,734

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

特になし

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

特になし

260

特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 264 27,292,000 11,421,720 62 2,877,000 1,644,050

道府県民税 264 27,292,000 7,614,532 62 2,877,000 1,096,053

市町村民税 12 122,800 6,000 26 1,337,076 77,105

道府県民税 12 122,800 4,000 27 2,937,076 115,324

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

285,411

190,284

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 旭市



市町村民税 11 648,022 89,179 7 133,000 9 74,900 6 440,122

道府県民税 11 648,022 59,454 7 133,000 9 74,900 6 440,122

市町村民税 313 299,399,898 11,594,004

道府県民税 314 30,999,898 7,793,310

件　

ふるさと納税の実績額が増えているのは、返礼品によるところが大きいと思われる。返礼品の額が高額
となる場合、収入とみなして課税するなどの対応が必要になる(50万円以上の場合は一時所得になると
のことだ)が、返礼品の金額について、住民登録のある市町村では不明なため、返礼品の金額を通知す
る仕組みが必要ではないか。

140

特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

ワンストップ特例の申請をおこなった納税者が確定申告をした場合、寄付金控除を記載したときと記載
しなかったときなどで住民税側の処理が異なる。国税からのデータ受領の時間を考慮すると事務が煩雑
で時間がかかり、課税誤りの原因となりかねないことから、より簡素な制度化（ワンストップの申請が
あった場合、申告の有無によらず適用など）を望む

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 2,680 272,248,793 119,748,623 925 59,220,188 34,139,695

道府県民税 2,680 272,248,793 79,832,949 925 59,220,188 22,760,089

市町村民税 27 689,400 38,124 124 10,387,563 608,376

道府県民税 27 689,400 25,416 124 10,387,563 405,584

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

6,433,871

4,289,394

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 習志野市



市町村民税 55 5,399,550 1,741,100 41 4,096,000 30 381,150 40 922,400

道府県民税 55 5,399,550 1,160,738 41 4,096,000 30 381,150 40 922,400

市町村民税 2,886 288,725,306 122,136,223

道府県民税 2,886 288,725,306 81,424,687

件　

ふるさと納税を行う納税義務者が大幅な増加に伴い、ワンストップ特例の適用者が増え続ければ所得税
分の控除が市税収入に与える影響は厳しいものと考えます。

3,030

ワンストップ特例が無効となる場合があることを知らないという意見がありました。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

ワンストップ特例が無効となる人への通知をするために、対象者の把握にかなりの時間を要しました。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 5,111 467,842,434 208,683,675 1,674 103,930,502 59,892,776

道府県民税 5,111 467,842,434 139,122,926 1,674 103,930,502 39,929,052

市町村民税 192 4,560,890 250,434 155 18,145,642 978,506

道府県民税 192 4,560,890 166,956 230 26,435,756 965,302

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

千葉県 柏市

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分区分

左のうち、申告特例控除額
（円）

11,478,843

7,652,825

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条
の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する

寄附金に係るもの

寄附金額
（円） 人数（人）

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金） （条例で定めるものに対する寄附金）

寄附金額
（円）

人数
（人）

控除額（円）

控除額
（円）

区分

人数（人）

人数
（人）

寄附金額
（円）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

控除額
（円）



市町村民税 123 16,701,637 4,807,921 105 11,600,837 76 2,181,200 34 2,919,600

道府県民税 126 19,135,237 3,300,603 105 11,600,837 79 2,184,700 80 5,349,700

市町村民税 5,581 507,250,603 214,720,536

道府県民税 5,659 517,974,317 143,555,787

件　

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附金

【以上】

合計

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストップ
特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

4,466

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について記
入してください。

人数
（人）

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務者）
から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

＜Ⅲ．その他＞

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びているとこ
ろです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏まえ、今
後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してください。

控除額
（円）

控除額
（円）

区分

区分

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

・申告特例通知書の様式について，寄附元の自治体コードを表示する枠を設け，一括して電算処理が行えるようにしていただきたい。県
を通じ市町村コードの表示を求めたが，表示していただいた通知書は無しであった。（寄附元の自治体について電算処理する際に，１枚
ずつ寄附先を課税データに結び付けており，コードの表示があるとスムーズに行える。）
・ワンストップ特例制度を申請した納税者が医療費控除等の確定申告をした場合，寄附金税額控除の申告を失念しているケースが多々見
受けられる。ワンストップ特例制度について制度をより周知していく必要がある。

・申告特例控除分（市民税の軽減相当額）について地方への財政的補填を行っていただきたい。
・ワンストップ特例制度を利用できる該当者（確定申告の必要を有しないもの）をより限定していくことはできないか検討する必要があ
る。（給与所得者で年末調整済み，かつ複数事業所から給与を受けていない等）
・ふるさと納税制度について，特に控除割合などの計算が納税者にとって複雑であり全体的な制度の簡素化を図る必要があるのではない
か。

・ワンストップ特例制度を申請したが，寄附先の自治体が特例通知書の送付を漏らしたことにより，当初の課税では寄附金税額控除の適
用が受けられなかった納税者がいた（その結果，確定申告をすることとなった）。寄附を受ける自治体側についても準備が必要だとの指
摘があった。

人数
（人）

寄附金額
（円）

寄附金額
（円）



都道府県名 市区町村名

市町村民税 110 5,452,000 2,483,567 33 1,310,000 735,148

道府県民税 110 5,452,000 1,655,733 33 1,310,000 490,109

市町村民税 13 138,500 7,320 17 452,000 25,080

道府県民税 13 138,500 4,880 17 452,000 16,720

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 勝浦市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

99,724

66,487

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 6 248,500 102,724 4 215,000 6 20,500 2 13,000

道府県民税 6 248,500 68,483 4 215,000 6 20,500 2 13,000

市町村民税 146 6,291,000 2,618,691

道府県民税 146 6,291,000 1,745,816

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

ワンストップ特例制度の適用を受けた場合、基本控除額と特例控除額の合算額に申告特例控除額を加え
た金額が寄附金税額控除の金額となるため、算出方法が複雑になったと感じる。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

54

確定申告書又は住民税申告書を提出しなくても寄附金控除が受けられるため、便利な制度であるという
意見はある。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 2,028 169,738,102 75,739,207 733 41,816,648 23,911,427

道府県民税 2,028 169,738,102 50,493,223 733 41,816,648 15,941,183

市町村民税 89 4,707,179 232,623 72 3,159,635 154,870

道府県民税 89 4,705,679 155,082 119 7,684,767 274,560

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 市原市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

4,239,986

2,826,772

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 41 5,452,303 1,794,004 38 4,883,000 14 191,500 20 377,803

道府県民税 43 7,288,803 1,269,310 38 4,883,000 14 193,000 32 2,212,803

市町村民税 2,230 183,057,219 77,920,704

道府県民税 2,279 189,417,351 52,192,175

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

他市から回付された特例申告書の資料登録と入力作業が新たな事務となった。税務システム上では比較
的シンプルな入力方法であり大きな事務負担とはならなかったが、今後件数が増えた場合は処理方法の
検討も必要となると思われる。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

「経済的利益の無償の供与」という寄附金の趣旨に則った制度であるべき。

1,872

寄附の限度額についての問い合わせが多かった。（実質2,000円の自己負担となる寄附金額の目安）

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 2,893 268,184,147 120,436,925 998 58,790,200 33,805,344

道府県民税 2,893 268,184,147 80,291,863 998 58,790,200 22,537,215

市町村民税 38 1,741,677 99,941 24 718,000 40,200

道府県民税 38 1,741,677 66,628 138 8,250,031 303,391

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 流山市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

6,155,076

4,103,552

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 49 8,021,900 2,572,905 44 7,580,500 21 333,400 5 108,000

道府県民税 49 8,962,900 1,752,914 44 7,580,500 21 333,400 37 1,049,000

市町村民税 3,004 278,665,724 123,149,971

道府県民税 3,118 287,138,755 82,414,796

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

不適用者の抽出や通知方法など、周辺市町村と協議する必要がある。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

平成２８年分の税申告からマイナンバーの記載が必要になったことにより、ワンストップ特例申請に
ついても同様にマイナンバーの記載が必要になったが、本人確認の写しの提出やその資料の管理など、
本人および市の負担が増えたように思われる。これからマイポータルなどの運用が始まることにより、
申告特例制度の運用がどのように変わっていくのか気になる。

2,664

特例の適用条件を知らずに確定申告や特例申請をしている人が見受けられた。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 2,386 282,714,103 105,321,040 777 48,991,416 28,053,946

道府県民税 2,386 282,714,103 70,214,492 777 48,991,416 18,702,877

市町村民税 65 6,388,770 187,378 0 0 0

道府県民税 65 6,388,770 124,919 92 27,329,568 881,007

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

5,344,570

3,563,182

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 八千代市



市町村民税 56 17,777,300 4,522,445 36 11,882,000 26 391,000 15 5,504,300

道府県民税 56 25,860,600 3,118,072 36 11,882,000 26 391,000 41 13,587,600

市町村民税 2,507 306,880,173 110,030,863

道府県民税 2,599 342,293,041 74,338,490

件　

特になし

2,361

特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

・根拠法令等に、納税者が特例申請を行う期限を明記してもらいたい（寄附先の自治体から、遡りでの適用依頼があったため）。
・申告特例を適用すべきは、1月31日までに受領した分なのか、1月31日付けで送付された分なのか（受領は2月1日以降）、有効となる
特例通知について、統一した基準が必要である。
・同一寄附先から、同一申請者の特例通知が複数送付された際に、訂正分なのか、追加分なのかが判断が困難であったため、統一した
基準が必要である。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 1,703 145,784,351 66,859,310 556 36,604,828 21,115,468

道府県民税 1,703 145,784,351 44,573,218 556 36,604,828 14,077,156

市町村民税 40 869,531 47,373 94 3,108,235 175,216

道府県民税 40 869,531 31,583 182 8,800,347 337,446

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

4,111,148

2,740,866

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 我孫子市



市町村民税 81 8,219,049 2,873,818 71 6,733,432 31 504,300 37 981,317

道府県民税 80 9,072,664 1,950,110 71 6,733,432 30 502,300 56 1,836,932

市町村民税 1,918 157,981,166 69,955,717

道府県民税 2,005 164,526,893 46,892,357

件　

本来、住民税は行政サービスの対価(原資)として負担していただくべきところ、自治体への寄附による市税の減少額
は、平成28年度住民税で１億円を上回り、一部が交付税で措置されるとはいえ、住民サービスを低下させかねない額に
上っている。この制度は元々、大都市圏への税源の集中を地方に分散させることを目的としていたはずだが、ふるさと
納税先として選ばれる団体は、出身地等よりも「お礼品の豪華な団体」に集中しているのが実態のようである。税源の
偏在を是正するはずが、むしろ偏在を助長しているとも考えられる。この状態を改善するには、「お礼品」については
良識ある対応を徹底させ、真に応援したい自治体に住民税を振り替えたい人のための制度とする必要があると考える。

1,792

特になし。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

　ワンストップ特例により上乗せで控除する額は、本来所得税から控除すべき金額であるため、住民税から控除するの
であれば、交付金等により同額の財源補てん等を検討すべきと考える。
　また、ワンストップ特例が適用されなくなる条件(申告義務がある場合、確定申告・住民税申告をする場合など)が正
確に納税者に伝わっていないようなので、寄附受付の際の周知を各自治体で徹底されたい。
　住民基本台帳は当市にあるが他市で課税されている場合は、申告特例通知は課税地に送らなければ無効となってしま
うため、申告特例申請書に住所を記載するときの説明には十分に留意願いたい。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 232 19,300,000 8,536,257 87 3,661,000 2,083,736

道府県民税 232 19,300,000 5,690,890 87 3,661,000 1,389,187

市町村民税 8 598,074 35,045 50 5,907,000 348,420

道府県民税 8 598,074 23,363 50 5,907,000 232,280

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

千葉県 鴨川市

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額
（円） 左のうち、申告特例控除額

（円）

376,731

251,167

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金） （条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）



市町村民税 17 1,211,000 356,779 15 785,000 3 7,000 16 419,000

道府県民税 17 1,211,000 237,854 15 785,000 3 7,000 16 419,000

市町村民税 307 27,016,074 9,276,501

道府県民税 307 27,016,074 6,184,387

件　

人数
（人）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

寄附金額
（円）

区分

合計

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの
左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

人数
（人）

寄附金額
（円）

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

158

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

ある自治体でふるさと納税が増えれば、ある自治体では住民税が減額となってしまう。現状として、ふ
るさと納税が謝礼品を目的とした節税の手段となっているのは、好ましい状況とは言えないのではない
か。これ以上自治体間の競争をあおることのないような制度の見直しが必要

【以上】

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

＜Ⅲ．その他＞



都道府県名 市区町村名

市町村民税 1,079 82,456,001 37,270,963 398 20,417,500 11,648,576

道府県民税 1,079 82,456,001 24,847,294 398 20,417,500 7,765,844

市町村民税 20 1,386,000 80,760 23 15,521,000 623,922

道府県民税 20 1,386,000 53,840 63 17,058,880 474,264

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 鎌ケ谷市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

1,928,259

1,285,567

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 21 1,953,500 657,640 18 1,740,800 10 55,200 8 157,500

道府県民税 21 2,274,500 451,269 18 1,740,800 10 55,200 16 478,500

市町村民税 1,143 101,316,501 38,633,285

道府県民税 1,183 103,175,381 25,826,667

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

特例申請が否認された納税義務者への通知その他の必要な措置が義務化されているが、通知等の事務が
当初課税の繁忙期と重なり、事務の負担が大きい。今後もワンストップ特例の利用者が増加することが
見込まれ、より一層の事務負担の増加が懸念される。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

鎌ケ谷市においては、寄附金税額控除額が前年比で約5.3倍に増加することとなったが、ふるさと納税
制度の浸透に伴い、次年度以降も一層の控除額の増加が見込まれる。返礼品目当ての寄附金も多いと思
われ、地域社会における行政サービス等の共同経費としての地方税が、安易に他自治体へ移行する制度
ともとれ、良識ある制度運用が望まれる。

1,244

特になし。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 476 41,321,250 18,310,219 187 10,053,000 5,588,983

道府県民税 476 41,321,250 12,206,910 187 10,053,000 3,726,047

市町村民税 22 392,000 20,880 28 1,150,000 65,640

道府県民税 22 392,000 13,920 33 1,453,000 55,480

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 君津市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

939,760

626,533

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 14 2,836,000 718,084 12 1,763,000 11 763,000 3 310,000

道府県民税 15 2,896,000 481,485 13 1,773,000 11 763,000 5 360,000

市町村民税 540 45,699,250 19,114,823

道府県民税 546 46,062,250 12,757,795

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

ワンストップ特例適用の条件を税務関係課による周知だけではなく、受け入れる際に十分な説明が必要
であると考える。
（確定申告の提出者はワンストップ適用外、など）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

　照会文書にも記載があるが、ふるさと納税制度の開始後、年を重ねるごとに目的が本来の趣旨からか
け離れつつあると感じる。今一度、制度の趣旨を周知すべきであると思う。
　また、ワンストップ特例制度を適用すると、所得税控除分相当額を含め住民税から控除されることと
なるが、所得税控除分相当額については全額国費で補填していただきたい。

415

ワンストップ特例の市県民税控除までの流れについて、よく分からないとの問い合わせが多い。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 164 13,742,256 5,699,323 57 2,405,256 1,390,371

道府県民税 164 13,742,256 3,799,585 57 2,405,256 926,931

市町村民税 19 693,600 39,336 31 3,774,696 222,762

道府県民税 19 693,600 26,224 31 3,774,696 148,508

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

千葉県 富津市

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額
（円） 左のうち、申告特例控除額

（円）

1,390,371

926,931

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金） （条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）



市町村民税 4 2,470,900 728,652 3 2,180,000 4 280,900 1 10,000

道府県民税 4 2,470,900 485,769 3 2,180,000 4 280,900 1 10,000

市町村民税 218 20,681,452 6,690,073

道府県民税 218 20,681,452 4,460,086

件　

人数
（人）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

寄附金額
（円）

区分

合計

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの
左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

人数
（人）

寄附金額
（円）

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。
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３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

特にありません

【以上】

「寄附金税額控除に係る申告特例通知書」に各自治体の市区町村コードの記載があったほうが寄附先の
自治体の特定が容易と思われます。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

特にありません

＜Ⅲ．その他＞



都道府県名 市区町村名

市町村民税 4,147 637,593,798 261,057,488 1,299 100,409,500 58,305,740

道府県民税 4,147 637,593,798 174,039,129 1,299 10,040,500 38,870,920

市町村民税 44 2,054,000 117,960 54 3,496,850 203,331

道府県民税 44 2,054,000 78,520 95 8,556,718 320,545

千葉県 浦安市

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

区分

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）

人数
（人）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

12,588,132

8,392,327

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）



市町村民税 74 14,437,156 4,866,268 63 13,272,256 30 430,500 20 734,400

道府県民税 74 15,758,056 3,296,984 63 13,272,256 30 430,500 56 2,055,300

市町村民税 4,319 657,581,804 266,245,047

道府県民税 4,360 663,962,572 177,735,178

件　

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

自治体は特例通知で寄付をした事実を把握しているのだから無効にするのは不満

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

初年度なので仕方ないが特例通知発送事務については正確に行っていただきたい。
名寄せができず同一自治体で同一者の特例通知が複数枚来ていた
1月31日以降に1月31日付の通知が来た
申請者に渡すべき申請書を送ってきた　等

　税額控除の計算式が複雑。市民からの問い合わせが多く対応に苦慮している。誰でも理解できるシンプルな制度にし
てもらいたい。
　ふるさと納税の趣旨は理解できるが、市町村間の返礼品の過熱競争により寄付者が得をしてしまっている現状は、本
来の寄付の目的をゆがめるものになっていると言わざるを得ない。
　返礼品の制度をそのまま残すのであれば、適用下限額を寄付額の1/2に変更するとか、特例控除自体をとりやめなど、
制度を見直すべきである。

3,793



都道府県名 市区町村名

市町村民税 830 78,786,688 34,615,487 270 16,507,000 9,483,380

道府県民税 830 78,786,688 23,077,167 270 16,507,000 6,322,339

市町村民税 21 347,000 18,300 31 2,243,800 130,908

道府県民税 21 347,000 12,200 31 2,243,800 87,272

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

1,849,651

1,233,146

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第
314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金

に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条
の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 四街道市



市町村民税 33 2,464,730 782,344 24 2,002,000 28 145,730 18 317,000

道府県民税 33 2,464,730 521,568 24 2,002,000 28 145,730 18 317,000

市町村民税 915 83,842,218 35,547,039

道府県民税 915 83,842,218 23,698,207

件　

本制度については、単なる財源調達の手段としてではなく、地域の魅力の創出と発信に資するための有益な
ツールとして捉えるべきであり、今後は、自治体間の過度な競争を抑制し、その趣旨に沿った適切な運用が
促進される仕組みの構築が必要であると考えます。

676

「申告特例の適用無効通知」については、確定申告書の提出の際に正しく寄附金控除の適用を受けている者
も含めて通知することが義務付けられているところですが、そのような者からは通知の意図が見えない、通
知を受ける必要性を感じないという意見を受けています。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びているところで
す。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏まえ、今後のふ
るさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してください。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務者）か
ら寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

ワンストップ特例制度を利用する者のうち、確定申告書を提出する者について、確定申告書内にふるさと納
税額の記載が漏れているものが散見される状況です。ワンストップ特例制度の引き続きの周知と併せて、確
定申告書を提出する場合の注意等についても更なる周知をお願いします。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストップ特
例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対する寄
附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について記入
してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 475 31,704,536 14,693,953 164 7,874,511 4,447,335

道府県民税 475 31,704,536 9,796,075 164 7,874,511 2,964,942

市町村民税 15 146,100 6,966 23 1,591,644 92,741

道府県民税 15 146,100 4,644 23 1,591,644 61,828

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

656,748

437,861

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 袖ケ浦市



市町村民税 10 569,473 203,125 6 419,000 8 69,473 8 81,000

道府県民税 10 524,473 133,617 6 419,000 8 69,473 8 36,000

市町村民税 523 34,011,753 14,996,785

道府県民税 523 33,966,753 9,996,164

件　

ふるさと納税による利益がある団体と利益がない団体の格差が、今後、制度が拡充していくと更に大き
くなると思われるので、その分の埋め合わせをする措置がなければ財政に問題を来す自治体が出てくる
のではと思います。

402

特例制度を利用し、寄付金控除を除いた確定申告書を提出して無効となる者が多かったので、納税者側
の知識を深める必要があると思います。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

各自治体から送付される特例通知書の整理、寄附額の入力や特例が無効になる者に対する通知等、事務
量が増加した。今後、ワンストップ特例制度利用者が更に増えると、特例通知書が届く時期が課税担当
課として繁忙期ということもあり、円滑な処理が難しいと思われます。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 329 18,882,300 7,866,450 111 4,016,000 1,883,982

道府県民税 329 18,882,300 5,244,355 111 4,016,000 1,256,008

市町村民税 17 129,000 3,060 46 2,161,448 121,829

道府県民税 17 129,000 2,040 48 2,200,448 82,621

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

286,458

190,984

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 八街市



市町村民税 18 560,994 135,719 9 331,000 11 34,500 16 195,494

道府県民税 18 574,994 91,079 9 331,000 11 34,500 17 209,494

市町村民税 410 21,733,742 8,127,058

道府県民税 412 21,786,742 5,420,095

件　271

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している者が確定申告又は住民税申告をした場合には、無効通知
を送ることとなっていますが、無効通知を送った住民から「無効になることを初めて知った。もっと説明が
ほしかった。」という意見が多かったです。また、自治体によっては特例制度を利用する者に対して受領証
を交付していない場合もあるようで、受領証の再交付を申し出るのが煩わしいという意見もありました。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 1,421 152,839,382 64,327,712 492 35,081,300 20,267,814

道府県民税 1,421 152,839,382 42,885,432 492 35,081,300 13,512,034

市町村民税 13 384,271 21,497 77 5,379,656 283,514

道府県民税 13 384,271 14,331 77 5,379,656 189,010

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

4,088,556

2,725,793

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 印西市



市町村民税 40 9,602,180 3,028,654 33 8,300,500 22 131,880 27 1,169,800

道府県民税 40 9,602,180 2,019,107 33 8,300,500 22 131,880 27 1,169,800

市町村民税 1,551 168,205,489 67,661,377

道府県民税 1,551 168,205,489 45,107,880

件　

　ふるさと納税の現状が、地方で生まれ育ち都会に出てきた方が、ふるさと納税という制度を使い
ふるさとに恩返しをすることよりも、自治体のＰＲ（返礼品）合戦のほうが強くなっていると感じる。

1,352

　ワンストップ特例制度を使用せずに、確定申告をした場合、ふるさと納税に係る寄付金控除を住民税
控除の記載漏れが目立つ。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

　ワンストップ特例制度を活用した場合、所得税控除の減額分が住民税控除の増額となり、結果的に住
民税の減収となってしまう。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 843 85,548,266 37,761,478 307 20,655,000 11,384,891

道府県民税 843 85,548,266 25,174,477 307 20,655,000 7,590,015

市町村民税 15 282,310 15,139 30 1,692,000 97,920

道府県民税 15 282,310 10,093 30 1,692,000 65,280

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 白井市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

1,865,070

1,243,431

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 16 13,026,900 4,122,622 15 12,321,000 9 97,100 10 608,800

道府県民税 16 13,026,900 2,748,418 15 12,321,000 9 97,100 10 608,800

市町村民税 904 100,549,476 41,997,159

道府県民税 904 100,549,476 27,998,268

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

納税者に対しては便利な制度ではあるが、確定申告をする際にワンストップ特例を使えない事の周知
不足があったと思う

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

納税者にとって制度が便利であるため、税額控除が増えれば税収確保が難しくなる自治体も出てくる
と思われる。返礼品合戦でのふるさと納税の取り合いでも構わないが、本来のふるさと納税の意味が
違ってきている気がする。なお、自分がどのくらいまで寄附できるかという問い合わせも増え、返礼
品目的が見えすぎて課税担当課としては苦慮している。

837

課税関係ではまだない。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 281 21,571,129 9,546,650 81 3,850,600 2,192,181

道府県民税 281 21,571,129 6,364,488 81 3,850,600 1,461,480

市町村民税 17 266,000 13,920 14 750,205 43,333

道府県民税 17 266,000 9,280 14 750,205 28,889

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 富里市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

347,052

231,377

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 4 166,897 24,959 3 45,000 3 18,000 2 103,897

道府県民税 4 166,897 16,640 3 45,000 3 18,000 2 103,897

市町村民税 316 22,754,231 9,628,862

道府県民税 316 22,754,231 6,419,297

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

特になし。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

特になし。

24

特になし。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 157 7,290,794 3,336,775 56 1,784,000 772,690

道府県民税 157 7,290,794 2,224,552 56 1,784,000 515,134

市町村民税 35 493,706 29,622 38 1,017,000 61,020

道府県民税 35 493,706 19,748 38 1,017,000 40,680

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 南房総市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

131,311

87,551

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 13 911,206 174,222 9 650,000 11 210,206 7 51,000

道府県民税 13 911,206 116,149 9 650,000 11 210,206 7 51,000

市町村民税 243 9,712,706 3,601,639

道府県民税 243 9,712,706 2,401,129

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

特になし

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

特になし

96

ワンストップ特例を申請しながらも確定申告書を行い、当該確定申告書に寄付控除を記載していない者
から、制度の周知不足との指摘を受けた。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 142 10,543,000 4,426,064 33 1,196,000 673,434

道府県民税 142 10,543,000 2,950,736 33 1,196,000 448,966

市町村民税 23 171,000 6,180 9 2,289,000 16,500

道府県民税 23 171,000 4,120 17 3,420,000 54,400

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

82,878

55,255

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 匝瑳市



市町村民税 5 126,000 6,960 0 0 5 76,000 1 50,000

道府県民税 5 158,000 5,920 0 0 5 76,000 5 82,000

市町村民税 179 13,129,000 4,455,704

道府県民税 187 14,292,000 3,015,176

件　

　特になし

75

　特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

 ・申告特例通知の作成、発送、受理等、申告期間前の短期間に関係事務が集中するため事務的負担
 が増加した。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 299 22,609,684 9,086,699 85 4,634,684 2,627,810

道府県民税 299 22,609,684 6,057,850 85 4,634,684 1,751,901

市町村民税 25 981,565 55,894 14 334,788 18,408

道府県民税 25 981,565 37,263 47 2,286,788 86,593

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 香取市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

514,943

343,306

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 18 16,301,000 1,927,387 10 3,936,500 16 2,209,900 9 10,154,600

道府県民税 18 16,589,700 1,296,473 10 3,936,500 16 2,209,900 14 10,443,300

市町村民税 356 40,227,037 11,088,388

道府県民税 389 42,467,737 7,478,179

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

・当初賦課の事務に際し、確認業務が増えた。
・ワンストップ特例者の確定申告書提出による無効化の事務に時間を費やした。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

・自治体間による返礼品合戦の現状（取り合い）は、制度として改善、検討しなければならない課題
　と思われる。
・マスコミ等の各種報道については、制度の趣旨等、正確な内容の報道を期待したい。
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・自治体への寄付にあたり、効率の良い寄附金額の問合せが増えている。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 214 16,728,300 6,896,892 72 3,938,000 2,241,536

道府県民税 214 16,728,300 4,597,969 72 3,938,000 1,494,381

市町村民税 12 592,550 34,113 17 2,980,750 68,587

道府県民税 12 592,550 22,742 17 2,980,750 45,725

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

442,359

294,915

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 山武市



市町村民税 6 1,230,400 162,172 5 205,000 6 525,400 1 500,000

道府県民税 6 1,230,400 108,115 5 205,000 6 525,400 1 500,000

市町村民税 249 21,532,000 7,161,764

道府県民税 249 21,532,000 4,774,551

件　

今の制度では、実質として返礼品目的で税収が左右される状態であり、税の意義から疑問を感じる。
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　ワンストップ特例に限ったものではないが、控除計算が複雑なため、本人が住民税控除額を理解でき
ず、説明をしても控除額が少ないという苦情を数件受けている。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

・申告不要者が制度を活用することで申告不要となるため利便性の向上となるが、他の控除等が必要な
ため申告をすることとなった場合、ワンストップ特例の適用ができなくなり通常の寄付金控除としての
申告も必要となることを理解していないため、説明に苦慮した。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 183 13,704,200 5,950,085 44 2,196,000 1,261,316

道府県民税 183 13,704,200 3,966,762 44 2,196,000 840,892

市町村民税 25 311,500 15,690 14 2,830,342 133,801

道府県民税 25 311,500 10,460 14 2,830,342 89,201

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 いすみ市

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

219,307

146,210

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 2 31,000 5,695 1 10,000 2 4,000 2 17,000

道府県民税 2 31,000 3,797 1 10,000 2 4,000 2 17,000

市町村民税 224 16,877,042 6,105,271

道府県民税 224 16,877,042 4,070,220

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

ふるさと納税ワンストップ特例通知が、他市町村から届いたものの内非該当者が3割にのぼり、納税者
にワンストップ特例制度の内容が理解されていないと感じ、ふるさと納税ワンストップ特例をする際に
各自治体でのさらなる周知が必要と思われます。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

平成２７年度の実績から推察すると、当市では寄付金総額から諸費用を差引いた金額が、市県民税で寄
付金控除対象となり減収になる金額を上回る状態である。しかしながら、逆に相対の収入が減少の自治
体もある事実から、このままのふるさと納税制度の在り方は検討すべきと思われる。
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市民からは「自分はいくらまで寄附できるのか？」・「寄付金控除額はいくらになるのか？」といった
自身の税金の損得内容の問い合わせが多く、ふるさと納税特例制度についての問い合わせは皆無であ
る。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 425 40,578,000 16,216,054 128 7,811,000 4,461,249

道府県民税 425 40,578,000 10,810,784 128 7,811,000 2,974,206

市町村民税 31 317,200 15,366 27 593,500 32,370

道府県民税 31 317,200 10,244 27 593,500 21,580

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

837,193

558,152

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 大網白里市



市町村民税 10 1,197,700 369,578 7 890,000 8 152,700 6 155,000

道府県民税 10 1,197,700 246,387 7 890,000 8 152,700 6 155,000

市町村民税 493 42,686,400 16,633,368

道府県民税 493 42,686,400 11,088,995

件　

　住民から、損をしないようにふるさと納税の限度額を教えてほしいという問い合わせが多くあり、寄附の
本来の目的から逸脱していると感じる。多くの人が、返礼品が良い自治体はどこかという基準でふるさと納
税をしているので、何が「ふるさと」なのか疑問。
　また、住民税の寄附金税額控除をもっと簡素化してほしい。確定申告書に寄附先の記載が無いものを税務
署へ確認しに行く手間も増えており、非常に負担が大きい。
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確定申告をすると特例が無効になることを知らなかったとの意見あり。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

　申告特例通知受領後システムに入力し、さらに特例が有効か無効かの判断をするチェック等も必要に
なり、明らかに事務負担増。
　また、特例対象者が確定申告をして寄附金控除を受けているケースも多く見られ、ワンストップ特例
制度の理解があまりできていない印象。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 158 11,737,184 5,665,678 59 3,363,000 1,931,872

道府県民税 158 11,737,184 3,777,152 59 3,363,000 1,287,934

市町村民税 11 300,000 16,680 9 1,025,000 60,420

道府県民税 11 300,000 11,120 9 1,025,000 40,280

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

387,785

258,532

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 酒々井町



市町村民税 5 1,458,000 449,964 5 1,280,000 5 168,000 1 10,000

道府県民税 5 1,458,000 299,977 5 1,280,000 5 168,000 1 10,000

市町村民税 183 14,520,184 6,192,742

道府県民税 183 14,520,184 4,128,529

件　

　現状、本来の寄付の趣旨に反し、返礼目的の節税対策となっており、制度の見直しが必要。
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５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

　ワンストップ特例制度を利用しているのに、寄付金控除の記入がない確定申告をした者がおり、
説明を行うことになったため、制度の周知徹底を希望する。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 210 12,604,000 5,744,993 66 2,693,000 1,529,291

道府県民税 210 12,604,000 3,830,039 66 2,693,000 1,019,548

市町村民税 2 23,000 1,140 20 731,400 41,484

道府県民税 2 23,000 760 20 731,400 27,656

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 栄町

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

240,443

160,312

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 12 438,600 186,190 12 380,000 9 23,800 8 34,800

道府県民税 12 438,600 124,127 12 380,000 9 23,800 8 34,800

市町村民税 244 13,797,000 5,973,807

道府県民税 244 13,797,000 3,982,582

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

特例申請したものが申告時に寄附金控除を申告しなかった際に特例を否認した者への対応方法について
統一的なものはないか

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

返戻品目当てのものにならないように考えていただきたい
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５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 24 983,000 513,020 11 452,000 258,011

道府県民税 24 983,000 342,021 11 452,000 172,011

市町村民税 0 0 0 5 5,125,000 64,159

道府県民税 0 0 0 6 5,232,000 41,493

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

199,616

133,079

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 神崎町



市町村民税 3 62,500 1,710 0 0 3 40,500 3 22,000

道府県民税 3 62,500 1,140 0 0 3 40,500 3 22,000

市町村民税 33 6,170,500 578,889

道府県民税 33 6,277,500 384,654

件　

自治体間の競争過熱により、税収が減少する自治体が増えてくる。

23

特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

住民税から税額控除されることにより、税収が減ってしまう。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 45 2,001,000 921,898 16 605,000 343,301

道府県民税 45 2,001,000 614,607 16 605,000 228,872

市町村民税 4 35,200 1,632 2 68,000 3,840

道府県民税 4 35,200 1,088 2 68,000 2,560

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

42,097

28,066

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 多古町



市町村民税 0

道府県民税 0

市町村民税 51 2,104,200 927,370

道府県民税 51 2,104,200 618,255

件　48

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

確定申告で、ワンストップ特例制度を利用すれば自動的に寄付金控除がされると勘違いしている方がい
る。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 54 4,440,110 1,858,143 11 373,000 210,611

道府県民税 54 4,440,110 1,238,771 11 373,000 140,411

市町村民税 8 360,250 20,655 2 1,020,000 60,960

道府県民税 8 360,250 13,770 2 1,020,000 40,640

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 東庄町

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

25,398

16,932

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 2 63,750 16,048 2 35,000 1 1,750 1 27,000

道府県民税 2 63,750 10,699 2 35,000 1 1,750 1 27,000

市町村民税 66 5,884,110 1,955,806

道府県民税 66 5,884,110 1,303,880

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

特にありません

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

特にありません

25

特にありません

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 46 3,857,000 1,666,945 11 550,000 295,647

道府県民税 46 3,857,000 1,111,302 11 550,000 197,101

市町村民税 1 5,000 180 11 2,626,000 156,240

道府県民税 1 5,000 120 11 2,626,000 104,160

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

41,136

27,425

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 九十九里町



市町村民税 1 18,000 5,035 1 10,000 0 0 1 8,000

道府県民税 1 18,000 3,357 1 10,000 0 0 1 8,000

市町村民税 59 6,506,000 1,828,400

道府県民税 59 6,506,000 1,218,939

件　

なし

23

なし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

なし

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 20 952,000 423,859 6 157,000 85,402

道府県民税 20 952,000 282,578 6 157,000 56,936

市町村民税 4 133,000 7,500 5 201,500 11,490

道府県民税 4 133,000 5,000 5 201,500 7,660

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

9,101

6,069

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 芝山町



市町村民税 3 831,000 255,299 3 775,000 2 6,000 1 50,000

道府県民税 3 831,000 170,200 3 775,000 2 6,000 1 50,000

.

市町村民税 32 2,117,500 698,148

道府県民税 32 2,117,500 465,438

件　

計算方法を単純化して、納税者に分かりやすい制度にしたほうがよい(いくら寄附すればよいのかとい
う問い合わせが多かったため）。

6

1件もなし。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

利用者がほとんどおらず、申請しても適用されない場合もあるなど、誤解を招く可能性がある。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 80 8,133,001 3,296,962 30 1,339,001 765,737

道府県民税 80 8,133,001 2,197,989 30 1,339,001 510,501

市町村民税 3 50,000 2,640

道府県民税 3 50,000 1,760 4 64,000 2,240

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 横芝光町

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

106,782

71,192

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 2 60,000 10,544 1 20,000 1 20,000 2 20,000

道府県民税 2 70,000 7,430 1 20,000 1 20,000 2 30,000

市町村民税 85 8,243,001 3,310,146

道府県民税 89 8,317,001 2,209,419

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

想定していたよりも利用者が多く利便性が高いと思われる。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

ふるさと納税が税の有利な軽減策のように捉えられており、本来趣旨から制度理解が乖離している現状
が改善されればと考える
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特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 124 9,080,000 3,950,732 24 1,323,000 765,024

道府県民税 124 9,080,000 2,633,847 24 1,323,000 510,024

市町村民税 2 25,000 1,260 3 86,000 4,800

道府県民税 2 25,000 840 3 326,000 12,800

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

127,827

85,221

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 一宮町



市町村民税 2 65,000 26,357 2 50,000 1 5,000 1 10,000

道府県民税 2 65,000 17,572 2 50,000 1 5,000 1 10,000

市町村民税 131 9,256,000 3,983,149

道府県民税 131 9,496,000 2,665,059

件　52

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 39 2,059,000 997,720 21 978,000 549,198

道府県民税 39 2,059,000 665,157 21 978,000 366,139

市町村民税 1 30,000 1,680 4 1,077,934 40,343

道府県民税 1 30,000 1,120 3 1,041,934 25,535

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 睦沢町

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

549,198

366,139

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 1 16,000 4,915 1 10,000 1 6,000

道府県民税 1 16,000 3,277 1 10,000 1 6,000

市町村民税 45 3,182,934 1,044,658

道府県民税 44 3,146,934 695,089

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

40

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 70 3,304,000 1,617,528 22 1,014,000 579,175

道府県民税 70 3,304,000 1,078,365 22 1,014,000 386,123

市町村民税 7 283,000 7,650 7 284,000 16,200

道府県民税 7 283,000 5,100 7 284,000 10,800

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 長生村

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

91,426

60,953

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 2 76,667 27,341 1 50,000 2 16,000 1 10,667

道府県民税 2 76,667 18,227 1 50,000 2 16,000 1 10,667

市町村民税 86 3,947,667 1,668,719

道府県民税 86 3,947,667 1,112,492

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

なし

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

返礼品あるいは税額控除の廃止を望む

48

なし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 45 2,541,000 1,162,317 11 460,000 259,954

道府県民税 45 2,541,000 774,887 11 460,000 173,306

市町村民税 4 33,000 1,500 4 122,000 4,560

道府県民税 4 33,000 1,000 5 202,000 6,160

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

45,728

30,487

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 白子町



市町村民税 0

道府県民税 0

市町村民税 53 2,696,000 1,168,377

道府県民税 54 2,776,000 782,047

件　11

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 40 2,744,000 1,061,248 9 308,000 158,408

道府県民税 40 2,744,000 707,509 9 308,000 105,608

市町村民税 6 91,500 4,680 1 100,000 5,880

道府県民税 6 91,500 3,120 1 100,000 3,920

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 長柄町

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

27,389

18,260

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 1 150,700 58,923 1 150,000 1 700

道府県民税 1 150,700 39,282 1 150,000 1 700

市町村民税 48 3,086,200 1,130,731

道府県民税 48 3,086,200 753,831

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

ワンストップ特例によって、住民税課税額が減り、町の財源が減ることは、町にとって大きな痛手であ
る。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

現在のふるさと納税は、本来のふるさと納税の趣旨とはかけ離れたものとなっているため、制度の抜本
的な見直しが必要。

14

特になし。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 27 1,605,712 761,967 10 590,000 308,647

道府県民税 27 1,605,712 507,985 10 590,000 205,768

市町村民税 4 46,000 2,280 4 235,000 13,620

道府県民税 4 46,000 1,520 4 235,000 9,080

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 長南町

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

43,977

29,321

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）



市町村民税 1 50,000 12,049 1 20,000 1 30,000 0 0

道府県民税 1 50,000 8,033 1 20,000 1 30,000 0 0

市町村民税 36 1,936,712 789,916

道府県民税 36 1,936,712 526,618

件　

区分

合計

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

確定申告をして、ワンストップ特例制度対象外となってしまった方への対応

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

10

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。



都道府県名 市区町村名

市町村民税 26 1,153,000 584,968 5 280,000 162,005

道府県民税 26 1,153,000 389,983 5 280,000 108,005

市町村民税 6 54,000 2,520 9 356,890 20,334

道府県民税 6 54,000 1,680 10 297,000 11,080

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

25,486

16,992

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 大多喜町



市町村民税 1 13,000 4,000 1 10,000 1 3,000

道府県民税 1 13,000 2,667 1 10,000 1 3,000

市町村民税 42 1,576,890 611,822

道府県民税 43 1,517,000 405,410

件　14

・申請書の記載内容がわかりにくい
・申請手続きと寄付の手続きが別なので、手間がある。
・申請書の受領可能日が自治体によって違いがある。

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 42 1,670,000 801,189 10 245,000 135,010

道府県民税 42 1,670,000 534,134 10 245,000 90,010

市町村民税 11 462,500 26,640 2 32,000 1,680

道府県民税 11 462,500 17,760 2 32,000 1,120

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

20,069

13,381

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 御宿町



市町村民税 3 942,000 274,908 2 702,000 3 230,000 1 10,000

道府県民税 3 942,000 183,272 2 702,000 3 230,000 1 10,000

市町村民税 58 3,106,500 1,104,417

道府県民税 58 3,106,500 736,286

件　

特になし

10

特になし

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

特になし

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計



都道府県名 市区町村名

市町村民税 27 2,758,000 961,596 6 208,000 115,157

道府県民税 27 2,758,000 641,056 6 208,000 76,773

市町村民税 4 578,500 34,230 3 660,000 6,300

道府県民税 4 578,500 22,820 3 660,000 4,200

左のうち、ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分

左のうち、申告特例控除額
（円）

14,121

9,414

地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は
第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄

附金に係るもの

（条例で定めるものに対する寄附金）

人数
（人）

地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの

（都道府県、市町村、特別区に対する寄附金）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数（人）
寄附金額
（円）

控除額（円）
人数（人）

寄附金額
（円）

  (4)「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄には，（1）～（3）のうちいずれか2以上に該当する
    場合に、人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。また、その内数として「都道府県、市町村、
    特別区に対する寄附金」、「共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金」及び「条例で定めるものに対す
    る寄附金」に該当するものの人数及び寄附金額をそれぞれ記入する。

控除額
（円）

○平成28年度の寄附金税額控除の適用状況

区分

区分

地方税法第37条の2第１項第2号又は第314条の
7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの

（共同募金、日本赤十字に対する寄附金）

ふるさと納税現況調査（調査票Ｂ）【回答期日：平成28年６月30日】

＜Ⅰ.ふるさと納税に係る控除額等＞

１．平成28年度課税における、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況について記入して
  ください。
　※例年、「市町村税課税状況等の調」において回答いただいている項目について、平成28年6月1日時点で把
    握している数値を回答していただくものです。
　※計上の方法については、課税された個人単位で判定するものとし、同一人物について市町村民税分と道府
    県民税分で計上する列がずれることがないようにすること。市町村民税分もしくは道府県民税分のいずれ
    か一方が「左の3つのうちいずれか2以上に該当するもの」欄に該当する場合にはもう一方も同欄に記載す
    るものとする。
  (1)「地方税法第37条の2第1項第1号又は第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に係るもの（都道府県、市
    町村、特別区に対する寄附金）」欄には、都道府県等に対する寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税
    額控除額を記入する。また、「左のうち地方税法附則第7条及び第7条の2の申告特例控除が適用される寄
    附金に係るもの（ふるさと納税ワンストップ特例制度適用分）」欄には、都道府県等に対する寄附金のう
    ち地方税法附則第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額
    控除額を記入する。「左のうち申告特例控除額」欄には、都道府県等に対する寄附金のうち地方税法附則
    第7条の2の申告特例控除額が控除される者の寄附金に係る申告特例控除額を記入する。
  (2)「地方税法第37条の2第1項第2号又は第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係るもの（共同募金会、
    日本赤十字社に対する寄附金）」欄には、共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金に係る人数、寄
    附金額及び寄附金税額控除額を記入する。
  (3)「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係る
    もの（条例で定めるものに対する寄附金）」欄には，道府県又は市町村の条例で定めるものに対する寄附
    金に係る人数、寄附金額及び寄附金税額控除額を記入する。

千葉県 鋸南町



市町村民税 1 2,300 18 0 0 1 1,000 1 1,300

道府県民税 1 2,300 12 0 0 1 1,000 1 1,300

市町村民税 35 3,998,800 1,002,144

道府県民税 35 3,998,800 668,088

件　

照会文中に記載されていたように、自治体の町おこしに賛同しての寄付という、本来のふるさと納税の
趣旨から外れ、返礼品の内容で寄付が行われている現状からすると制度の見直しが必要ではないか。

10

意見・要望等は寄せられていない

５．平成27年度上半期において、ふるさと納税実績額が450億円を超えるなど、実績額が伸びていると
ころです。このような状況や、貴団体におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況を踏ま
え、今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見について、記入してくださ
い。

４．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、住民（寄附金税額控除を受けようとする納税義務
者）から寄せられたご意見やご要望などを記入してください（複数回答可）。

実務上、特に問題等は発生していない。

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

区分

3つのうちいずれか2以上に該当するもの

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

人数
（人）

寄附金額
（円）

控除額
（円）

【以上】

＜Ⅱ.ふるさと納税ワンストップ特例制度＞

２．平成28年度分の課税において申告特例控除が適用されることとなった者（ふるさと納税ワンストッ
プ特例の適用者）に係る申告特例通知書の総件数を記入してください。

左の内訳

都道府県、市町村、特別区に
対する寄附金

共同募金、日本赤十字社に対
する寄附金

条例で定めるものに対する寄附
金

３．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、平成28年度の課税実務経験を踏まえた意見について
記入してください。

＜Ⅲ．その他＞

区分

合計
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